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内 容 備 考 

  ① 新株予約権者の氏名又は名称及び住所 
  ② 新株予約権者の加入者口座コード 
  ③ 行使請求された新株予約権の銘柄及び数 
  ④ 交付する振替株式の銘柄及び数 
  ⑤ 新規記録日（口座管理機関への振替株式の交付通知日の３営業日後の日） 
  ⑥ 効力発生日（新株予約権行使の効力発生日） 
   
（３）振替株式の交付に係る手続き 
   振替株式の交付に係る手続については、２．振替株式の交付の手続と同様の手続を行う。ただし、

振替株式の交付日は、口座管理機関への振替株式の交付通知日の３営業日後の日とする。 
 

 

※ 当該通知を受けた口座管理機関が間接口
座管理機関の場合には、直近上位機関に必
要な情報を通知する。当該通知を受けた直
近上位機関が間接口座管理機関である場合
も同様とする。 

 
 
 
 

 




